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手引きの趣旨 
  埼玉県では、本県のスポーツ振興に寄与するため、国民スポーツ大会等の派遣に要する経費

に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。 
  この補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則

第１５号）に定めるほか、各種競技会等開催費・派遣費補助金交付要綱（以下「交付要綱」と
いう。）及び国民スポーツ大会等派遣費補助金取扱要項（以下「取扱要項」という。）に定めら
れています。 

  この手引きは、交付要綱及び取扱要項に基づき、派遣費補助金の取扱いについて必要な事項
を定めるほか、補助金の適切な執行が行われるよう事務手続きの流れやポイントを簡潔にま
とめたものです。ぜひ、ご活用ください。 
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１ 派遣費補助金事務の流れ 
（１）精算払の場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）概算払の場合 
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※注意点 

 ①県が返納を確認できるまで、システムの都合上、タイムラグがあります。 

  （返納から２週間程度システムに反映されません） 

  そのため、入金後、県スポーツ振興課までメール等により報告をお願いします。 

 ②交付金額より補助金の確定額が低額であった場合、差額を返納する必要があります。 

  納入期限を過ぎてしまうと延滞金が発生しますのでご注意ください。 
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２ 交付申請 
 
（１）申請時期 
  本大会及び関東ブロック大会（ブロック決定戦・予選会を含む。以下「大会等」という。）

の参加申込完了後、必要書類を速やかに県スポーツ振興課（以下「県」という。）まで提出し

てください。 

  ※ 競技実施日以前に交付決定を受けていない場合、派遣費を交付することはできません。 

 
（２）必要書類 
  御提出いただく書類は次のとおりです。記入例を参照して作成してください。 

【提出書類】 
 ア 各種競技会等開催費・派遣費補助金交付申請書（様式第１号（第３条関係）） 

 イ 補助金交付金額計算書（申請用）（様式１） 

 ウ 交通費計画内訳書（様式３［一般交通機関利用時］）（様式５［車等利用時］） 

   ※交通費を基準額で申請する場合は不要です。ただし、計画輸送バス等がない場合、 

    交通費計画内訳書を提出し、交付決定を受けることができます。 

 エ 大会実施要項・競技日程・組合せ表 

   ※公式練習等により、宿泊の期間を延長する場合、その証明書類を添付してください。 

 オ 競技参加申込書 

 カ 国スポユニフォーム申込書（本大会のみ） 

 

（３）その他 
  ・交付決定は、有効な交付申請を県が受理してから、２週間程度要します。 

   ※申請の多寡や書類の提出状況（書類の不備など）により、３週間程度必要となる場合も 

    ありますので、ご了承ください。 

  ・概算払いを希望する場合、有効な請求書を県が受理してから入金までおおむね、２週間程 

   度要します。支払までに期日（競技実施日より２週間以上）が確保できない場合、支払方 

   法は「精算払」となりますので、ご注意ください。 
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３ 実績報告 
 

（１）報告時期 
  補助事業完了の日（大会等での競技最終日）から３０日以内又は当該年度の３月３１日のい

ずれか早い日までに県まで必要書類をご提出ください。 

  ※提出期限を過ぎた場合には、次回大会等の派遣に係る補助金の支出方法は、「精算払」と

させていただくこともありますので、ご注意ください。 

 
 
 
 

（２）必要書類 
  ご提出いただく書類は次のとおりです。記入例を参照して作成してください。 

【提出書類】 
 ア 各種競技会等開催費・派遣費補助金実績報告書（様式第５号（第７条関係）） 

 イ 補助金交付金額計算書（報告用）（様式２） 

 ウ 交通費精算報告書（様式４［一般交通機関利用時］）（様式６［車等利用時］） 

 （添付書類） 

   ①領収書 

    ※報告書用紙、表面に添付できない場合、別葉に貼付してください。 

     細かく折り曲げず、用途・金額等が見えるよう貼付してください。 

   ②公共交通機関の経路案内 

    ※インターネットを使用し、交通費の経路と額が一致する書類をご提出ください。 

 エ 補助事業の成果（大会等の競技成績） 

 オ 国スポユニフォーム補助対象者変更届（様式７） 

 カ 参加選手・監督変更届 

 ※オ、カについては、交付申請時と補助対象者が変更した場合にのみ提出ください。 

 

（３）その他 
  ・実績報告書「対象経費」と計算書「対象経費」の額が一致するか確認ください。 

  ・交通費精算報告書は、派遣者全ての分が必要となります。 

  ・計算書「往復交通費」と交通費精算報告書「合計交通費」の額が一致するか確認ください。 

  ・精算払いの場合、有効な請求書を県が受理してから入金までおおむね、２週間要します。 

 

※「概算払」は、支出方法の特例です。 

 概算払いを行う必要性を十分に考慮して行わなければなりません。 

 定められた報告期限が守られない場合には、特例を認めることはできません。 

【期日までに報告されないとき】 
  提出期限までに実績報告書が提出されない場合は、次の大会等の派遣費補助金におい

て、精算払とすることがあります。 
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４ 派遣費の考え方 
 
（１）補助対象経費 
   大会等に参加するに当たり必要となる交通費、宿泊費、県ユニフォーム代（本大会及び対

象者のみ）、運搬費（該当競技のみ）が対象経費となります。 

   ただし、別に定める基準額で算出した交付決定額を超えることはできません。 

 
（２）基準額 
  ア 交通費  
   ①基準額 
   ・浦和駅から大会会場の所在する市町村役場までの運賃を県で基準に定め、通知します。 

    ※運賃等の計算は、職員の旅費に関する条例を例に、公共交通機関の運賃等とします。 

    （国スポ割引・学生割引等を適用します。） 

   ・競技会場が複数にわたる場合は、浦和駅から最も遠方の大会会場地の所在する市町村

役場までを基準額とします。 

 

   ②対象期間 
   ・監督会議の日から各競技実施最終日までを対象期間とします。 

   ・各競技開催期間の途中で当該競技が終了した場合は、競技終了日の翌日までとします。 

   ・次の場合は、期間を延長することができます。 

   a) 器具点検・計測、競走馬の入厩、公式練習等（以下「公式練習等」という。）が実施

要項等に記載されており、実施する場合は、その日から。 

   b) 競技日程、交通事情等により、監督会議又は公式練習等の前日に出発しなければな

らない場合は、監督会議又は公式練習等の前日から。 

   c) 合宿地から直接大会会場へ向かう場合は、居住地を出発した日から。 

   d) 別の大会から直接大会会場へ向かう場合は、別の大会地を出発した日から。 

   e) 総合閉会式に出席する必要のある場合は、その日まで。 

   f) 競技・種目別表彰式に出席する必要のある場合は、その日まで。 

   g) 交通事情や災害などやむを得ない理由がある場合は、該当期間を延長。 

 

  イ 宿泊費  
   ①基準額 
   ・1 夜当たりの基準額は、配宿を受けた施設の１泊２食分の宿泊料金とします。 

    （入湯税及び宿泊税を含む。） 
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   ・欠食が生じた場合は、職員の旅費に関する条例の例により、定額を補助します。 

    （定額） 

 

 
   ②対象期間 
    ・監督会議の日から各競技実施最終日の前日の泊までを対象期間とします。 

     （本部役員にあっては総合閉会式の前日まで） 

    ・各競技開催期間の途中で当該競技が終了した場合は、競技終了日の泊までとします。 

    ・次の場合は、期間を延長することができます。 

   a) 公式練習等が実施要項等に記載されており、実施する場合は、その日から。 

   b) 競技日程、交通事情等により、監督会議又は公式練習等の前日に出発しなければ

ならない場合は、監督会議又は公式練習等の前日から。 

   c) 総合閉会式に出席する必要のある場合は、総合閉会式の前日の泊まで。 

   d) 競技・種目別表彰式に出席する必要のある場合は、表彰式の前日の泊まで。 

   e) 交通事情や災害などやむを得ない理由がある場合は、該当期間を延長。 

 
  ウ 県ユニフォーム代 
   ・選手、監督等のうち、過去２年間ユニフォームの補助を受けていない者に対し、5,000

円を超えない範囲で、購入代金の２分の１を補助します。ただし、ユニフォームのデザイ

ンが改修された際、過去２年間のうちに旧デザインのユニフォームの補助を受けていた

場合においても、5,000 円を超えない範囲で購入代金の２分の１を補助します。 

   ・支援スタッフ及び医学サポートスタッフは対象外です。 

 
  エ 運搬費（該当競技のみ） 
    補助上限額を超えない範囲で、器具運搬経費の２分の１を補助します。 

・関東ブロック大会 

 

 

    ・本大会 

競技名 
自転車 

ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 
馬術 ｶﾇｰ 陸上 ｾｰﾘﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾄ 

上限額 
110,000 円 350,000 円 

 

200,000円 10,000 円 350,000 円 100,000 円 

  

朝食夕食分（素泊まり） 朝食分（１泊夕食付き） 夕食分（１泊朝食付き） 

3,000 円 1,000 円 2,000 円 

競技名 馬術 ｶﾇｰ 

上限額 350,000 円 200,000 円 
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５ 領収書の留意点 
 
（１）宛名、但し書き 
  ア 宛名は「競技団体名」又は「選手・監督等の個人名」としてください。 

  イ 但し書きは、金額の算出根拠を明記してください。（明細書の添付可） 

  ウ 宛名、但し書きのない領収書は無効とします。 

 
（２）補助対象者以外の経費（例えば、帯同コーチや保護者など） 
  ア 領収書に含めないでください。 

  イ 補助対象者（選手・監督）と領収書を分けることが困難な場合は、内訳を確認するため 

   の書類（明細書等）を添付してください。 

 
（３）自動車を利用した場合の交通費 
  ア 燃料費 
   a) 出発前の燃料を満タンにした領収書○A と、移動中や復路の到着地付近（※）で満タン 

    にした領収書○B を添付することで、○B の額を補助対象とすることができます。 

   b) ○A がない場合は、最初に給油した○B の領収書が出発前の燃料満タン領収書と見なし、 

     以降のガソリン代を補助対象経費とします。 

   c) 帰県後速やかに給油してください（遅くても翌日）。何日も経った後に給油した際の 

    領収書は無効とします。 

   d) レンタカーの場合は、満タン証明は不要です。 

  イ 高速代（ＥＴＣ利用時を含む） 
    料金所が発行した利用証明書（原本）又は利用照会サービスのＷＥＢページ 

      （http://www.etc-meisai.jp/）から印刷した利用実績をご提出ください。 

 
（４）宿泊の領収書 
  ア 領収書で欠食の有無を判断できない場合には、加算することはできません。 

  イ 旅費精算書又は、領収書の内訳に記載、宿泊施設の明細書を添付してください。 

 
（５）領収印 
  ア 発行者の社印又は代表社印のない領収書は無効とします。 

  イ 特急券（指定席の場合）やＬＣＣ（格安航空会社）、給油所、駐車場等を利用した場合 

   の押印は不要です。  

http://www.etc-meisai.jp/
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６ 提出書類一覧 
 

提出書類 交付申請時 実績報告時 

各種競技会等開催費・派遣費補助金交付申請書 

（様式第１号（第３条関係）） 
○ ― 

各種競技会等開催費・派遣費補助金実績報告書 

（様式第５号（第７条関係）） 
― ○ 

補助金交付金額計算書（申請用）（様式１） 

 
○ ― 

補助金交付金額計算書（報告用）（様式２） 

 
― ○ 

交通費計画内訳書 

（様式３［一般交通機関利用時］）（様式５［車等利用時］） 
○（※） ― 

交通費精算報告書 

（様式４［一般交通機関利用時］）（様式６［車等利用時］） 
― ○ 

大会実施要項・競技日程・組合せ表 

 
○ ― 

競技参加申込書 

 
○ ― 

国スポユニフォーム申込書（本大会のみ） 

 
○（※） ― 

参加選手・監督変更届 

 
― ○ 

大会等の競技成績 

 
― ○ 

領収書 

 
― ○ 

公共交通機関の経路案内 

 
― ○ 

（※）基準額で申請する場合、ユニフォームを申し込まない場合は不要です。 
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７ 様式・記入例 
（１）交付申請時 
 各種競技会等開催費・派遣費補助金交付申請書（様式第１号（第３条関係）） 

 

  様式第１号（第３条関係）

 

住　　　　 　所

団　　体　　名

代表者職・氏名

１　補助金交付申請額

２　補助金交付額　

３　支払方法

４　添付書類

　（１）　大会要項、その他の事業の内容を明らかにする資料

　（２）　補助対象経費の予算に関する事項を明らかにする資料

事業の実施対象期間 補助対象経費 補助対象外経費 計

国民スポーツ大会（本大会）
（　○○競技・　△△　）

円 円 円
令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

　　　下記により、各種競技会等開催費・派遣費補助金の交付を受けたいので、規則第４条の規

　定により関係書類を添えて申請します。

記

円

事業名 補助事業に要する経費

各種競技会等開催費・派遣費補助金交付申請書

令和　　年　　月　　日

　　埼玉県知事　　大野　元裕

Ａ～Ｃは自動出力

（各欄説明）
A：補助対象となる交通費、宿泊代、運搬費、
ユニフォーム代の全額
※上限額ではなく、実際に支払う経費全額を計上

B：A以外に要する経費

C：A+Bの額

A B C

自動出力

計算書の補助金額

概算払or精算払

実際の提出日

※締切厳守！！

提出日を記入

監督会議の属する月の前月１日

各競技期間終了日の属する月の末日
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補助金交付金額計算書（申請用）（様式１） 
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交通費計画内訳書（様式３［一般交通機関利用時］） 
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交通費計画内訳書（様式５［車等利用時］） 
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（２）報告時 
 各種競技会等開催費・派遣費補助金実績報告書（様式第５号（第７条関係）） 

 

  様式第５号（第７条関係）

 

住　　　　 　所

団　　体　　名

代表者職・氏名

号で補助金の交付決定の通知を受けた各種競技

　類を添えて、下記のとおり報告します。

１　補助事業名等　

２　添付書類

　（１）　補助事業の成果

　（２）　補助対象経費の決算に関する事項を記載した書類

３　参考　　（交付決定額 ）

各種競技会等開催費・派遣費補助金実績報告書

令和　　年　　月　　日

　　埼玉県知事　　大野　元裕　　

令和　　年　　月　　日

付けス振第

　会等開催費・派遣費補助金の交付事業が完了したので、規則第１３条の規定により、関係書

記

事業名 補助事業に要する経費

円

事業の実施対象期間 補助対象経費 補助対象外経費 計

国民スポーツ大会（本大会）
（　○○競技・　△△　）

円 円 円
令和　　年　　月　　日

A B C

交付決定通知書参照

実際の提出日

※大会等での競技最終日から30日以
内又は3月31日までのいずれか早い日
まで

※締切厳守！！

Ａ～Ｃは自動出力

（各欄説明）
A：補助対象となる交通費、宿泊代、運搬費、

ユニフォーム代の全額
※上限額ではなく、実際に支払った経費全

額を計上

B：A以外に要した経費

C：A+Bの額

提出日を記入

「補助金交付決定通知書」

右上部を参照

監督会議の属する月の前月１日

各競技期間終了日の属する月の末日
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補助金交付金額計算書（報告用）（様式２） 
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交通費精算報告書（様式４［一般交通機関利用時］） 
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交通費精算報告書（様式６［車等利用時］） 
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各種競技会等開催費・派遣費補助金請求書（様式第７号（第９条関係）） 

 

様式第７号（第９条関係）

金

ただし、第　　回国民スポーツ大会及び第　　回国民スポーツ大会冬季大会

  本大会　・　関東ブロック大会　　　　　　　　　競技（　　　　　）分として

説　明

１　交付決定額

２　交付確定額

３　請　求　額

上記の金額を支払われたく請求します。

（宛先）

埼玉県知事

〇 債権者コード

〇 担当者氏名　

　 担当者連絡先

各種競技会等開催費・派遣費補助金請求書

円

円

円

令和　　　年　　月　　日

普通No 当座No

住　　　　 　所

団　　体　　名

代表者職・氏名

ふりがな

名　　義

下記の銀行預金口座に振り替えてください。

区
　
　
分

銀行 支店

交付決定通知書の金額

該当しない方を抹消

提出日を記載する。

※交付決定通知書より後の日付

交付確定額は精算払の時

のみ記載する。

押印不要。

・債権者登録申請書により手続き
ください。
(https://www.pref.saitama.lg.jp
/a1202/saikensyatouroku.html
)
・新規登録手続完了後、「債権者
コード（13桁）」を電話またはFaxで
お知らせいたします。
・登録内容に変更が生じた場合は、
速やかに変更手続をお願いいたし
ます。
・変更が行われないと、お支払い
が遅れる場合があります。

請求内容の確認を行うため、担当
者の氏名と連絡先を記入ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp
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８ Ｑ＆Ａ 
（１）全般 
 Q１ 実績報告をしたいのですが、気をつけることはありますか。 

 A 特に、負担した電車賃とインターネットで印刷した経路案内の経路と金額が一致してい 
  るか確認してください。 
   電車賃と一致する経路案内を印刷し、併せてご提出ください。その際、利用した割引制 
  度をご記入ください。 
 
 Q２ 領収書を紛失してしまいました。どうすればよいですか。 

 A 領収書がない場合は、対象経費として認められません。有効期間が１日の切符を利用し 
  た交通費を除き、全ての経費について、領収書が必要となります。領収書は大切に保管い 
  ただくよう選手・監督等への周知徹底をお願いします。 
 
 Q３ 実績報告書の提出期限に間に合いそうにありません。 

 A 期限は厳守してください。間に合わない場合は、その時点で手元にある領収書をもとに 
  作成した実績報告書類を提出してください。 
   なお、提出期限を過ぎてしまった場合には、遅延の理由を確認の上、次回大会等の派遣 
  に係る補助金の支出方法を「精算払」とさせていただく場合があります。（場合によっては

事務所等において現地調査を行います） 
 
 
（２）交通費について 
 Q１ 交付申請時に交通手段が未確定です。どうすればよいですか。 
 

 A 交付申請時に交通手段が未確定の場合、基準額で積算し、交付申請をしてください。 
 
 Q２ 計画輸送バスや無料シャトルバスがなく、配宿先から会場まで借上車を利用する必

要がありますが、対象経費とはならないのでしょうか。 
 A 基準額は、計画輸送バスや無料シャトルバスがあることを前提に定めています。 
   計画輸送バスがない場合には、配宿先から会場までに要する費用を加えた額で交付申請 
  手続きを行ってください。その際、交付申請時に交通費計画内訳書（様式３［一般交通機 
  関利用］）（様式５［車等利用］）の提出をお願いします。 
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 Q３ 事前合宿に参加してから向かう場合の交通費はどうなりますか。また、自宅が県外
にある場合はどうなりますか。 

 A 自宅から事前合宿地を経由して、大会等会場地までの交通費を対象経費としてください。 
  また、自宅が県外にあっても、自宅からの交通費を対象経費とすることができます。 
  （ただし、基準額は変わりません）。 
        〇対象         ○対象 
 
 
 Q４ 別の大会に参加してから向かう場合の交通費はどうなりますか。 
 

 A 自宅から別の大会会場地までの交通費は、対象外となります。別の大会地から国民体育 
  大会等の大会会場地までの交通費を対象経費としてください。 
  （ただし、基準額は変わりません） 
       ×対象外        ○対象 
 
 
 Q５ 職場や帰省中の親類宅から直接大会等会場地へ向かう場合の交通費は、対象経費と

なりますか。 
 A この場合、自宅から職場（又は親類宅）までの交通費は対象外となり、職場（又は親類宅）

から国民スポ―ツ大会等会場地までの交通費が対象経費となります。 
       ×対象外          ○対象 
 
 
 Q６ 大会等会場地より先に配宿先に向かった場合、その区間の交通費は対象経費となり

ますか。 
 A 配宿先を経由したルートの交通費も対象経費となります。ただし、交付決定額を超えて 
  交付することはできません。 
 
 Q７ 交通手段について、決まりはありますか。 

 A 大会会場地までの交通手段は、大会実行委員会等から指示がある場合を除き、各競技団 
  体で判断してください。原則として、公共交通機関を御利用ください。 
  

事前合宿地 大会会場等 自宅 

別の大会地 大会会場等 自宅 

職場又は親類宅 大会会場等 自宅 



- 19 - 
 

 Q８ 大会等会場地までの経路について、決まりはありますか。 
 

 A 原則として、交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法によるものを基準額としてい 
  ます。報告時には、実際に利用した経路に基づく交通費を対象経費としてください。ただし、

基準額と比べ、低い額が補助する額となります。なお、交付決定額を超えて交付すること 
  はできません。 
 
 Q９ 選手が高校生です。保護者の自家用車で送迎する場合の交通費はどうなりますか。 
 

 A 補助対象となります。Ｐ６の「５領収書の留意点（３）」を確認のうえ、現に要した費 
  用を対象経費としてください。 
 
 Q10 災害や事故により、予定していた経路を変更したことで、交通費が大幅に増加して

しまった場合はどうなりますか。 
 A まずは、県スポーツ振興課にご相談ください。別に移動手段がなく、やむを得ない事情 
  として判断した場合には、変更交付申請の手続きにより交付決定額を増額することができ 
  ます。 
 
 Q11 有効期間が１日の切符とはどのようなものですか。 
 

 A 片道乗車券で営業キロが 100 キロメートルまでの乗車券と、大都市近郊区間内各駅相 
  互発着の乗車券です（ＩＣカード乗車券の利用を含む）。詳しくは JR 等のホームページ 
  をご覧ください。 
   なお、特急券の有効期間は通常１日ですが、これは「有効期間が１日の切符」には含ま 
  れません。つまり、特急券を使用した場合、領収書が必要になります。 
 
 Q12 有効期間が１日の切符を利用した場合、領収書に代えられるものはありますか。 
 

 A 有効期間が１日の切符（ＩＣカード乗車券の利用を含む）を利用した場合は、様式第４号
（交通費精算報告書（公共交通機関））による報告することより、補助対象経費とすること
ができます。 
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 Q13 キャンセル料はどうなりますか。 
 

 A 対象経費となります。ただし、交付決定額を超えて交付することはできません。 
 
 
（３）宿泊料について 
 Q１ 公式練習の開始時間が早朝のため、前泊したいのですが。 
 

 A 前泊の目安については、個別に判断します。事前に県スポーツ振興課までご連絡ください。 
 
 Q２ キャンセル料はどうなりますか。 
 

 A 対象経費となります。ただし、交付決定額を超えることはできません。 
 
 Q３ 競技時間の関係で欠食した場合はどうなりますか。 
 

 A 職員の旅費に関する条例（昭和 27 年埼玉県条例第 20 号）の例により、以下の定額が 
  対象経費となります。 
 
 
 
   ただし、誰が・いつ・何を欠食したかがわかる明細書を添付してください。明細書等の 
  添付がなく、内訳がわからない場合は、欠食分の食事代は補助対象経費になりません。 
 
 Q４ 公式練習について、要項等に記載されておらず、通知もありません。 
 

 A 公式練習の種別・日時・開催地等がわからなければ、公式練習の日から対象期間とする 
  ことはできません。必ず、公式練習の実施要項等を添付してください。 

  

朝食夕食分（素泊まり） 朝食分（１泊夕食付き） 夕食分（１泊朝食付き） 

3,000 円 1,000 円 2,000 円 
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（４）その他 
 Q１ 台風の影響で競技実施期間が短縮（又は延長）しました。どのような手続きが必要で

すか。 
 A まずは、県スポーツ振興課までご連絡ください。延泊や交通経路の変更に伴い増額が必 
  要な場合は、変更交付申請の手続きの上、交付決定額を変更します。 
 
 Q２ 取扱要項や手引きを見ても、手続きの仕方でわからない点があります。 

 A 何かわからないことがあれば、県スポーツ振興課までお問い合わせください。電話でも 
  メールでも結構です。 
 
 
 
 
 
（連絡先） 
 埼玉県県民生活部スポーツ振興課 競技スポーツ担当 
 電 話︓０４８－８３０－６９５５ 
 メール︓a6940-05@pref.saitama.lg.jp 


